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◎シリーズ  the  グリーン購入 vol.４ 『照明』 

 

【ちょっと待って、「グリーン購入」って？】 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際、環境を考慮し、必要性をよく考え、環

境への負荷ができるだけ少ないものを優先的に購入することです。 

杉戸町では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」いわゆる「グリー

ン購入法」が施行されたことを受け、町での運用管理を推進し、全庁が一体となった環境

物品等の調達を目指すため、「第 2次杉戸町環境保全率先実行計画」（平成 20年 3月策

定）において、町が特に調達を推進する物品等の品目やその調達目標を定めた「杉戸町グ

リーン購入ガイドライン」により、取組の更なる推進を図っています。 

 

【改めまして、『照明』の選び方です】 

このシリーズでは、町の「グリーン購入ガイドライン」の内容と共に、国による「地方公共

団体におけるグリーン購入取組ガイドライン」の内容も紹介いたします。 

内容に若干の差異が生じることもございますが、各部署、出先施設・機関では、原則とし

て、町の「グリーン購入ガイドライン」に準じるものを推進しています。 

 

≪第 2 次杉戸町環境保全率先実行計画「杉戸町グリーン購入ガイドライン」より抜粋≫ 

 

品目名 着眼点 判断の目安及び判断の基準 

蛍光灯照明器具 ・緑色の省エネ性マークが付いて

いるもの。 

・上記を満たさないものについて

は、国の｢環境物品等の調達の

推進に関する基本方針｣の「判

断の基準」を満たすものである

こと。 

蛍光管（直管型で

４０型蛍光ランプ

のみ対象。ただ

し、非常灯・誘導

灯は除く） 

・低消費電力形（目安としては、消

費電力が３６Ｗ（ラピットスター

ター形）や３７Ｗ（スターター

形））であること。又は、高周波

点灯専用型（ＨＦ）であること。 

・上記を満たさないものについて

は、国の｢環境物品等の調達の

推進に関する基本方針｣の「判

断の基準」を満たすものである

こと。 

誘導灯 

･エネルギー消費が少ないこと 

・配慮３ 

「資源の有効な利用の促進に関

する法律」の判断の基準を踏ま

え、製品の長寿命化・省資源化や

部品・素材の再利用のための設

計上の工夫がなされていること。 

・配慮５ 

製品の包装は、再生利用の容易

さ、廃棄時の負荷低減に配慮され

ていること。また、包装材の回収

及び再使用又は再生利用システ

ムがあること 

・配慮８ 

塗料に有機溶剤及び臭気の少な

い塗料が使用されていること。 ・冷陰極蛍光灯又はこれと同等以

上の省エネ型のもの。 

・上記を満たさないものについて

は、国の｢環境物品等の調達の

推進に関する基本方針｣の「判

断の基準」を満たすものである

こと。 
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≪環境省発行「小規模地方公共団体のためのグリーン購入ガイドライン」より抜粋≫ 
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【豊かな時代だからこそ、考えるべきコトがある…】 

人の暮らしにはモノが溢れています。そこで、生活を見直し、モノ選びも見直す。自分が

どれだけ買って、どれだけ使っているのか？それが環境にどのような影響があるのか？…

を知ることによって、環境に貢献しよう…というのが「グリーン購入」の主旨で

す。 

杉戸町では、積極的に「グリーン購入」を実践（環境配慮製品を購入）し、

住民・事業者の皆様への率先垂範を目指しています。 

 
 


